
計画地

①

②

③

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

放射１号線 ２０ｍ【４０ｍ】 約１１０ｍ ―

地区幹線道路１号 １２ｍ【１２ｍ】 約１７０ｍ ―

地区幹線道路２号 １２ｍ【１２ｍ】 約１７０ｍ ―

地区幹線道路３号 １２ｍ【１２ｍ】 約１４０ｍ ―

区画道路１号 ８ｍ【８ｍ】 約　７０ｍ ―

区画道路２号 ３ｍ【６ｍ】 約　４０ｍ ―

公
園

児童遊園 ― ― 約１，０７０㎡

街
区

建ぺい率 容積率
建築物の
高さの限度

壁面の
位置の限度

高層部－１　１３０ｍ

高層部－２　１５０ｍ

中層部　　５０ｍ

その他　　１５ｍ

2 約７０％ 約２１７％ ４０ｍ －

街
区

建築面積

1 約６，７００㎡

2 約１，９００㎡

建築敷地面積

1 約１３，０００㎡

2 約２，９００㎡

都市計画決定

（しろがね１ちょうめひがし）

ＮＯ．１１３　白金一丁目東地区（組合施行）

１　計画の概要

港区白金一丁目地内

計画の概要

I－①街区は、地下鉄駅前にふさわしい都市空間を持った住宅、商業、業務等の施設を中心とし
た複合街区とし、土地の高度利用により公共的な空地を確保した快適な環境を形成する。

I－②街区は、地場産業の育成・保護を主たる目的に、工場、住宅等を主体とした複合街区とし
て整備する。

住宅については、超高層棟、住宅A棟の３階より上層部に配置し、商業施設と分離した。計画戸
数はI－①街区、I－②街区を含めて約６２５戸。

約２．５ｈａ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造

地上４２階／地下３階 約１４２ｍ

２　都市計画の内容

白金一丁目東地区
第一種市街地再開発事業

約２．５ｈａ

公共施設の配置
及び規模

備考

道
路

【】内は全幅員
都道４１５号線整備済

区道８４０号線の３～４ｍ拡幅

区道２９３号線の５～６ｍ拡幅

区道２９８号線の９ｍ拡幅

区道３００号線の３～４ｍ拡幅

区道２９９号線の２ｍ拡幅

既存児童遊園の移設・拡
張整備

建築物の整備

主要用途

1 約５０％ 約８１０％ ３～１０ｍ
住宅、事務所、店舗、駐
車場

工場、事務所、住宅

延べ面積（容積対象） 住宅建設の目標

約１２６，８００㎡（約１０５，１００㎡）
約６２５戸 約５９，２００㎡

約５，８００㎡（約５，８００㎡）

建築敷地の整備

整備計画 備考

・敷地内に駅前プラザを設ける。
・敷地内に広場、歩行者通路を確保する。
・壁面の位置の後退により、歩行者空間を確保す
る。

平成１０年１０月７日　東京都告示第１０２５号
平成１６年１月１５日　港区告示第１０号（変更）



地区名 面積

名称 幅員 延長 面積

地区幹線道路
１号

１２ｍ 約１７０ｍ －

地区幹線道路
２号

１２ｍ 約１７０ｍ －

地区幹線道路
３号

１２ｍ 約１４０ｍ －

公
園 児童遊園 － － 約１，０７０㎡

広場１
（駅前プラザ）

－ － 約１，６９０㎡

広場２ － － 約２，３８０㎡

名称 幅員 延長 面積

区画道路１号 ８ｍ 約１３０ｍ －

区画道路２号 ６ｍ 約４０ｍ －

歩行者通路1号 ６ｍ 約５０ｍ －

歩行者通路２号 ６ｍ 約４０ｍ －

歩行者通路３号 ６ｍ 約４１ｍ －

歩行者通路４号 ６ｍ 約４３ｍ －

面
積

建築物等の
用途の制限

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

白金一丁目東地区再開発地区計画 約２．９ｈａ

公共施設の配置
及び規模

備考

道
路

拡幅

拡幅

拡幅

移設・拡張

広
場

新設（地下約５４０㎡を含
む）

新設

地区施設の配置
及び規模
（２号施設）

備考

道
路

拡幅

拡幅
そ
の
他
の
公
共
施
設

新設

新設

新設

新設

地区の区分

名
称

Ⅰ街区
Ⅱ街区

Ⅰ－①街区 Ⅰ－②街区

約２．１ｈａ 約０．４ｈａ 約０．４ｈａ

　次の各号に掲げる用途の建築物（風俗営
業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律第２条第６項各号に掲げる店舗型性風
俗特殊営業の用に供するものを除く）以外の
建築物は建築してはならない。
１　住宅、寄宿舎、共同住宅その他これらに
　　類するもの（以下、「住宅等」という。）
２　店舗、飲食店、事務所
３　病院、診療所
４　学習塾、華道教室その他これらに類する
　　もの（専修学校及び各種学校を含む）
５　公衆浴場
６　食品製造業、クリーニング業を営む工場
７　アスレチッククラブ、フィットネスクラブそ
の
　　他これらに類するもの
８　カラオケボックスその他これに類するもの
９　遊戯場
10　ホテル又は旅館
11　劇場、映画館、集会場その他これらに類
　　するもの
12　美術館、博物館その他これらに類する
　　もの
13　駅施設、供給施設、公共用通路その他
の
　　公共公益施設
14　巡査派出所、郵便局、公衆便所その他
こ
　　れらに類するもの
15　前各号の建築物に付属するもの

　次の各号に掲げる用途の建築物
（風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第２条第６項各号
に掲げる店舗型性風俗特殊営業の
用に供するものを除く）以外の建築物
は建築してはならない。
１　工場
２　住宅、寄宿舎、共同住宅その他こ
れらに
　　類するもの（以下、「住宅等」とい
う。）ただ
　　し、建築物の１階の床面積の過半
を住宅
　　とするものを除く。
３　店舗、飲食店、事務所
４　公共公益施設
５　前各号の建築物に付属するもの

　次の各号に掲げる用途の
建築物（風俗営業等の規制
及び業務の適正化等に関
する法律第2条第6項各号
に掲げる店舗型性風俗特
殊営業の用に供するものを
除く）以外の建築物は建築
してはならない。
１　店舗、飲食店、事務所
２　住宅、寄宿舎、共同住宅
その他これらに
　　類するもの（以下、「住宅
等」という。）
３　駅施設、供給施設、公共
用通路その他
　　の公共公益施設
４　巡査派出所、公衆便所
その他これらに
　　類するもの
５　前各号の建築物に付属
するもの



容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築物等の高さ
の最高限度

建築物の
敷地面積の
最低限度

壁面の位置
の限度

建築物等の形態
又は意匠の制限

都市計画決定

都市計画変更

敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

　　　　　　　　　　８１０％
ただし、駅施設、備蓄倉庫、防災機材置場、
中水道施設、資源保管場所の用に供する部
分は除く。また、住宅等の用途に供する部分
の延べ面積の敷地面積に対する割合は４１
０％以上としなければならない。この場合、
建築基準法第８６条が適用される一団地に
ついては一敷地をみなして適用する。

　　　　　　　　４００％
ただし、備蓄倉庫、防災機材置場、
資源保管場所の用に供する部分は
除く。

　　　　　５５０％
ただし、駅施設、中水道施
設、資源保管場所の用に供
する部分は除く。また、住宅
等の用途に供する部分の
延べ面積の街区全体の敷
地面積に対する割合は５
０％以上としなければならな
い。

６０％

　　　　　　　　　　６０％
ただし、建築基準法第５３条第３項第
１号又は第２号のいずれかに該当す
る建築物にあっては１０％、同項第１
号及び第２号に該当する建築物に
あっては２０％を加えた数値とする。

－

２７０％ １４０％ －

－ － ６０ｍ

　　　　　　　　　　　　　２００㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これら
に類する建築物で公益上必要なものについ
てはこの限りでない。

　　　　　　　　　　２００㎡
ただし、区長が用途上又は構造上や
むを得ないと認めて許可したものに
ついてはこの限りでない。

－

建築物の壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、駐車場の出入口、２号壁面における高さ８ｍを超える部分に建築される建築物を支える柱及
びタクシー乗降のための上屋を除く。

１　建築物の外壁またはこれらに代わる柱の色彩は原色を避け、周辺環境に配慮した色調とする。
２　屋外広告物は、歩行者空間に配慮するとともに周辺の都市景観と調和のとれたものとする。

平成１０年１０月７日　東京都告示第１０２５号

平成１１年１２月１日　東京都告示第１３２０号

４　事業計画の概要

約１５，７４０㎡ 約５０．１％

約１３６，２００㎡ 約６８６％

用途

地下２・３階 駐車場
住宅戸数

住宅・事務所

約６２５戸
地下１階 店舗・駐車場

地上１階 店舗・工場

駐車場 約５１０台地上２～３階 店舗・事務所・工場

地上４～４２階

平成１２年１１月１７日　東京都告示第１３２６号
平成１４年６月１９日　東京都告示第８０９号（変更）
平成１６年４月９日　東京都告示第６６３号（変更）

約４８８億円



年　　月　　日

平成元年７月４日

平成２年３月３日

平成３年２月５日

平成３年度

平成４年１月２６日

平成５年度

平成１０年１０月７日

平成１１年３月

平成１０年度

平成１２年１１月１７日

平成１４年６月１９日

平成１４年７月１５日

平成１６年４月９日

平成１７年１１月２８日

平成１８年１１月２８日

５　経緯

内　　　　　　　　　　　　　容

「第１回白高町会街づくり懇談会」開催

「白金一丁目の街づくりを考える会」発足

「白金一丁目東地区再開発研究会」設立

再開発基本計画策定

「白金一丁目東地区市街地再開発準備組合」設立

事業推進計画策定

都市計画決定（再開発地区計画、市街地再開発事業）

新規採択事業評価

補助採択年度

市街地再開発組合設立認可

事業計画変更

権利変換計画認可・権利変換期日。工事着手

事業計画変更

工事完了

組合解散認可

６　位置図



７　区域図

８　完成写真


